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防護服（具）：クールベストの有効性の検討 

上 野   哲*1 

 
1 目的 

消防士は，過酷な環境の中で救急・消防等身体的に負

荷が大きい作業を要求される．作業中は外界からの熱を

防ぐため，数層の生地からなる重い防火服や呼吸装置を

着用する．防火服はフル装備で 20kg を越え，動きが妨

げられ身体負荷が高まる．激しい身体活動により作られ

た代謝熱は，熱伝達性・透湿性・通気性が悪い防火服に

より熱や汗の発散が押さえられ，衣服の内側に蓄積され

る．そのため消防士は，作業中に深部体温が上昇し，心

拍数が最大レベルに達する状態が長時間続く．米国では

消防士の死因の 46%が心臓発作であるという報告もあ

る．身体で作られた熱を積極的に取り除くため，数種類

の身体冷却装置が考案されている．その中で冷媒が相転

移を起こして溶ける時に奪う潜熱を利用して体を冷やす

クールベストは，携帯性が優れ，動きを要求される消防

士にとっては適した装置であると考えられる．このクー

ルベストの冷却能力は，冷媒の特性や形状等によって決

まると思われ，その最適化が望まれる．本研究の目的は，

クールベストに入れる新しく開発された安価な冷媒Bと

既に市場で流通している高価な冷媒Aの性能を評価する

ことである． 
 

2 方法 

クールベストの冷却効果を数値で評価するために，次

の手順で実験を行った．ゆとり型防火服と作業服(T シャ

ツ+半ズボン)をマネキンに付け，マネキン表面温度を 34
度に固定し，5 時間以上おいて，熱平衡状態に達したこ

とを供給熱量の変化から確認した．その後，防火服を脱

がせて 5℃に冷蔵庫で冷却しておいたクールベストを付

けた後，直ちに脱がせた防火服を着せて，マネキンから

の供給熱量が一定になるまで実験を継続した．腹部のマ

ネキン表面温度，T シャツ上の温度，冷媒両面の表面温

度，クールベスト上の温度も同時に計測した．また，腹

部内の表面温度数点，冷媒両面の温度を計測した．冷媒

A と冷媒 B の 2 種類をそれぞれクールベストに入れて，

測定した(表 1)． 
 

3 結果 

5℃に冷やしたクールベストを表面温度 34℃で定常に

達した体幹部に着けると，表面温度の低下とマネキンか

らの単位時間あたりの供給熱量の顕著な増加が見られた．

1 時間ごとのマネキンからの熱供給量を図 1 に示す．冷

媒Bが冷媒Aに比べ，最初の 3時間の熱吸収量が大きく，

4 時間以降は冷媒 A の熱吸収量が大きかった．最初の 1
時間にマネキンが冷媒に吸収される熱量は，冷媒 A，冷

媒 B でそれぞれ全体の 27%，46%であった． 
 

表 1  冷却剤の構成 

 冷媒 A 冷媒 B 

冷却剤 
大きさ 
成分 
1 パック量 
16 パック量

5→31℃に必

要な熱量 
1 パック 
16 パック 

パラフィン系 
76×122×6mm 
100％パラフィン 
80g/パック 
1.28kg/セット 
 
 
4243cal/パック 
67.9Kcal/セット 

パラフィン系水分散型 
68×123×18mm 
50%パラフィン-50%水 
90g/パック 
1.44kg/セット 
 
 
3558cal/パック 
56.9Kcal/セット 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1, 1 時間ごとの各クールベストへのマネキンからの熱供給量 
 

4 結論 

消防士は，作業時間が短いため着用後短時間の冷却効

果が問われる．冷媒 B は冷媒 A よりも着用後 1 時間の冷

却効果は，１個の冷媒当たり 491cal(43%)改善した．3
時間までは冷媒Bが冷媒Aよりも冷却効果が大きかった．

これは，冷媒 B が冷媒 A よりも柔らかく，マネキン表面

との密着性が良かったから，吸熱効果が高かったのだと

考えられる．消防士では，冷媒 B が冷媒 A よりも適して

いると考えられる． 
 
*本報告は平成 19 年 8 月に開催された第 12 回国際環

境人間工学会にて発表された．：Satoru Ueno, Shin-ichi 
Sawada（2007）Estimation of Cooling Effect of Ice 
Packs by Thermal Manikin.

*1 (独)労働安全衛生総合研究所 国際情報・研究振興センター. 

   連絡先：〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾 6-21-1 

  (独)労働安全衛生総合研究所 国際情報・研究振興センター  

上野 哲   E-mail: uenos@h.jniosh.go.jp 
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防振手袋の振動軽減効果と生理影響を考慮した選択方法 

前 田 節 雄*1 

 

1 目的 
労働現場では様々な防護服や防護具が使用されている．

これらの労働衛生保護具には現在いくつかの重大な問題

点がある．防振手袋についてはその使用が各種通達で推

奨されているもののどのような防振効果を持った防振手

袋を使用すればよいかの選択方法はない． 

そこで保護具特研の防振手袋については，新しく制

定・発行された JIS T 8114（防振手袋）に準拠した防振

手袋の振動軽減効果の評価システムを構築するとともに，

国内外で入手できる防振手袋の振動軽減効果を新 JIS 規

格準拠の装置を用いて明らかにし，さらに，指先振動感

覚閾値を指標として防振手袋の振動軽減効果評価方法に

ついて検討し，事業者や作業者が振動障害を予防する為

の防振手袋選択方法を提案した． 
 

2 JIS T 8114(防振手袋)に準拠した振動軽減効果測定

システムの構築について 
鉱業，林業，土木建設業，製造業などの事業場におい

て，工具，機械などから作業者の手に伝わる振動を軽減

するための防振用保護手袋の防振性能の評価を行う規格

として JIS T 8114(1987)が規定されていた．しかし，我

が国にはこの JIS 規格に準拠した形で防振用保護手袋の

防振性能を評価することが出来る測定システムが存在し

ていなかった． 
防振手袋の振動軽減効果を評価する必要性から，平成

13 年度(2001 年度)に JIST8114(1987)規格に準拠した防

振手袋振動軽減効果が測定できる装置を産業医学総合研

究所(現労働安全衛生総合研究所)に設置された．図 1 に

産業医学総合研究所に設置した防振手袋の防振効果を測

定する装置を示す．この装置の特徴は，人の手腕の駆動

点機械インピーダンス特性に合わせた人工手を用いて，

振動台の上に置かれた防振手袋を一定の力で押し付ける

ことが出来るようになった点である．JIST8114 規格で

は，加振器上に置いた防振手袋への入力振動加速度と出

力振動加速度との比，すなわち振動伝達率を実験的に求

め， 

デシベルで表示したものを減衰値と考えている．加振台

に取り付けた振動加速度ピックアップからの振動加速度

値を入力振動加速度ａ1，人工手に取り付けた振動加速度

ピックアップからの振動加速度値を出力振動加速度 

ａ2と考え，この比ａ1/ａ2を減衰量と考える． 

減衰量(dB) ＝ 20log10(ａ1/ａ2) 

加 振 方 向 は ， 試 料 に 対 し 垂 直 の 方 向 と し ，

63Hz,125Hz,250Hz の正弦振動又は 1/3 オクターブバン

ドランダム振動で加振する．試験振動加速度は各試験周

波数で実効値 3G と規定されている．また，各防振手袋

の防振効果の評価基準は，JIS T 8114 に示されている

63,125,250Hz でそれぞれ 6,10,10dB 以上であると規定

されている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 JIS T 8114:1987に準拠したシステム 

 
JIS T 8114(1987)規格(旧規格)では，防振手袋の振動

軽減効果を 63,125,250Hz の３つの単一の周波数で測定

評価していた．しかし，実際の手持振動工具の振動は，

複数の振動成分を含んだスペクトル振動であるがゆえに，

実際の工具に対しての防振手袋の効果を評価することが

困難であった． 

一 方 ， 1996 年 に 制 定 発 行 さ れ た ISO 
10819“Mechanical vibration and shock – Hand-arm 
vibration – Method for the measurement and 
evaluation of the vibration transmissibility of gloves 
at the palm of the hand”の規格では，手持振動工具の振

動を模擬したスペクトル振動に対しての振動軽減効果を

評価する方法を規定していた． 

このシステムは図 2 に示すようなもので，わが国の

JIS T 8114 とは異なり，人の手に防振手袋をはめてハン

ドルを握り，ハンドルからＭとＨの工具振動を模擬した

スペクトル振動を発生させ(図 3)，その振動が防振手袋

を通った時の振動の伝達を測定し，それぞれのＭとＨの

振動スペクトルの伝達率が TRM<1.0 と TRH<0.6 を満足

した場合に防振手袋とする判断基準が示されている．こ

こで，スペクトルＭは衝撃振動工具，スペクトルＨは回

転振動工具振動を模擬したものである． 

実際の手持振動工具に対しての防振手袋の振動軽減効

果と防振手袋の輸出入を考えた場合，JIS T 8114(1987)
規格を ISO10819(1996)規格に整合させることが急務で

あった．そこで，平成 17 年度に日本保安用品協会を事

*1 (独)労働安全衛生総合研究所 有害性評価研究グループ. 

   連絡先：〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾 6-21-1 

   (独)労働安全衛生総合研究所 人間工学・リスク管理研究グループ

   前田節雄 E-mail: maedas@h.jniosh.go.jp 
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務局として，JIS T 8114 の規格内容を 1996 年に制定さ

れた ISO 10819の内容に改定するJIS規格策定作業とし

てスタートし，2007 年 5 月に改定 JIS T 8114(2007)(新
規格)として制定発行された．我が国においても,国際的

に整合の取れた防振手袋の振動軽減効果の評価が可能に

なると同時に，CE マーク製品として国際的整合を持つ

ことによって輸出が容易になることが期待されるように

なった．しかし，この装置は我が国に存在しなかったゆ

え 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 新JIS T 8114(2007)による防振手袋振動軽減測定装置の

ブロックダイヤグラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 ハンドルから発生させる工具振動を模擬したMとHのスペ

クトル振動 

 

に，新規格での防振手袋の評価を行うことが出来なかっ

た．そこで，本研究（保護具特研（防振手袋））では，ハ

ンドルから指先や指部分への振動伝達を測定・評価でき

る新 JIS T 8114(防振手袋)に準拠したシステムの構築を

進め，国内外で入手できる防振手袋の振動軽減効果を新

JIS 規格準拠の装置を用いて明らかにし，指先振動感覚

閾値を指標として，事業者や作業者が振動障害を予防す

る為の防振手袋選択方法を提案した．   

3 市販防振手袋の振動軽減効果 

新 JIS T8114(2007)では，加振ハンドルおよび掌で測

定された二つの加速度の値から振動伝達率を計算するこ

とによって防振手袋の振動軽減効果を評価する．防振手

袋の平均振動伝達率の算出方法は以下の通りである．素

手による振動暴露における振動伝達率 TRsb は，手のひら

で測定される加速度 awsPb およびハンドル側で測定され

る加速度 awsRb を用いて次式で表される． 
TRsb ＝awsPb／awsRb        (1) 

また，防振手袋装着時の振動暴露による振動伝達率

TRsg は，手のひらで測定される加速度 awsPg およびハン

ドル側で測定される加速度 awsRg を用いて次式で表され

る． 
TRsg ＝awsPg／awsRg        (2) 

式(1)(2)より，各振動スペクトルにおける防振手袋の振動

伝達率 TRs は次式で計算される． 
TRs ＝TRsg／TRsb         (3) 

この値は 3 人の被験者ごとに得られるので TRs を算術

平均することにより平均振動伝達率<TRs>が得られる． 
<TRs> = (TRs1 + TRs2 + TRs3) / 3      (4) 

 
式(4)にしたがって得られた振動スペクトル M および

H ごとの平均振動伝達率<TRs>M および<TRs>H が，それ

ぞれぞれ次の式を満たした場合に新JIS T8114適合の防

振手袋と判断することになる． 
<TRs>M <1.0，   <TRs>H <0.6    (5) 

ここでは，2007 年 5 月の新 JIS T8114 施行以前に日

本国内で流通していた主要な防振手袋（外国メーカー製

造のものを含む）25 種類と同新規格施行前後に国内防振

手袋メーカー数社が新規格適合を目指して開発したプロ

トタイプの防振手袋 8 種類に関して行った新 JIS T8114
に準拠した防振手袋防振性能測定の結果について述べる． 
 
ゴム系素材を掌表面に突起状に配置したタイプの防振

手袋では，すべての試験手袋でスペクトル H に対する合

格基準を満たすことができなかった．中には，スペクト

ル H において基準を満足することができなかったが，平

均振動伝達率は 0.763 を示し比較的高い振動軽減効果を

呈した． 
発泡系のウレタン様材料を布製または皮製材料で覆う

タイプの防振手袋に関する測定結果から，こちらも同様

にすべての試験手袋でスペクトル H に対する合格基準

を満たすことができなかった． 
ジェル等の特殊防振材を使用した防振手袋に関する測

定結果から，こちらのタイプもすべての試験手袋でスペ

クトル H に対する合格基準を満たすことができなかっ

た．米国メーカー製の防振手袋で，米国において

ISO10819 に基づく防振性能評価基準をクリアしている．

しかし，今回我々が日本人を被験者として行った評価試

験では，スペクトル H において評価基準を満足すること

はできなかった． 
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エア注入型の防振手袋に関する測定結果から，こちら

のタイプもすべての試験手袋でスペクトル H に対する

合格基準を満たすことができなかった．外国製であり，

本国では ISO10819 準拠の評価試験に合格している防振

手袋については，スペクトル H に対する平均振動伝達率

でそれぞれ 0.854,0.884 を示し，合格基準を満足しなか

ったものの比較的優れた振動軽減性能を示した． 
上述の 4 タイプいずれにも分類されなかったタイプの

防振手袋に対する測定結果から，手袋は，いずれも外観

から防振性能を疑問視することが容易な構造を有してい

るものであり，測定結果もほとんどで平均振動伝達率が

1.0（素手の時よりも手に振動伝達される量が多いことを

意味する）以上を示し，他のタイプと比較して最も防振

性能に劣っていた． 
新規開発プロトタイプの測定結果から，ウレタン様高

分子材料を掌に装着したタイプの防振手袋では，スペク

トル H において評価基準を満たさなかった（平均振動伝

達率：0.783）がそれ以外のサンプルはいずれもスペクト

ルMおよびH両方において評価基準を満足した．特に，

スペクトル H に対する平均振動伝達率が 0.486 および

0.399 を示し，高周波数領域におけるきわめて優れた振

動軽減性能を呈した． 
ゴム系高分子材料を掌に突起状に配置させたタイプの

防振手袋では，スペクトル H において評価基準を満たさ

なかった（平均振動伝達率：0.625）がそれ以外のサンプ

ルはいずれもスペクトル M および H 両方において評価

基準を満足した．特に，スペクトル H に対する平均振動

伝達率が 0.429 および 0.449 を示し，高周波数領域にお

けるきわめて優れた振動軽減性能を呈した． 
 
新 JIS T8114 施行前に行った，国内流通している防振

手袋に対する新 JIS T8114 準拠評価試験では，すべての

防振手袋がスペクトル H に対する評価基準を満足する

ことができなかった．これらのうち国内メーカー製の防

振手袋は，いずれも旧 JIS を念頭に開発されたものであ

る．同一の防振手袋について，旧 JIS に基づいた防振性

能の評価試験の結果と ISO10819（新 JIS T8114 に対応）

に基づいた防振性能の評価試験の結果を比較あるいは片

方から他方を予測することは困難であることが報告され

ており，今回得られた測定結果は，新 JIS T8114 を念頭

に置いた新たな防振手袋開発の必要性を示すものとなっ

た． 
新 JIS T8114施行の前後に新 JIS適合を目指して行わ

れたプロトタイプの開発では，各社とも新 JIS 適合の防

振手袋を開発することができた．これらはその防振構造

の実現方法により大きく二つに分けられた．特にゴム系

高分子材料を掌に突起状に配置させたタイプの防振手袋

では，優れた防振性能のみならず，良好な使用性も実現

できていた． 
これらの新 JIS 適合防振手袋では，比較的廉価な開発

を可能にしており，対価格性能が極めて高い．一方，米

国等で国際規格 ISO10819 の評価基準を満足している防

振手袋は，防振材にジェルやエアを用いるタイプの物が

多く，ジェルタイプはジェルの製造コストや固定などに

コストがかかり，エアタイプでは，エア調節用に小型ポ

ンプを必要とするなどともにコスト面での大きな問題が

あった．防振手袋使用者としては，手袋を選択する上で

価格は重要であり，この点において今回開発された新

JIS 適合防振手袋は，振動工具等使用者への普及が大い

に期待される． 
 
防振手袋の防振性能評価に関する測定・評価方法を規

定した国際規格 ISO10819 に完全に整合した国内規格で

ある新 JIS T8114 が 2007 年 5 月に施行されたことにと

もない，国内流通防振手袋の新 JIS 適合の有無について，

新 JIS 施行前と後で平成 18 年度に構築した防振手袋振

動軽減効果測定装置を用いて調査を行った．その結果，

以下のことが明らかとなった． 
・ 新 JIS 施行前の国内流通防振手袋では，新 JIS 

T8114 において定められているスペクトル M およ

び H のいずれにおいても同規格の評価基準を満足

する防振手袋はなかった． 
・ 外国製手袋で製造元の国において ISO10819 の評価

基準を満たした防振手袋が，当研究所で実施した同

様の評価試験において評価基準を満足しなかった． 
・ 新 JIS 施行をにらんで行われた，国内防振手袋メー

カー数社による次世代防振手袋開発により，最終的

に 6双のプロトタイプが新 JIS T8114に定める評価

基準を完全に満足した． 
今回評価した外国製防振手袋の大半はエアまたはジェ

ルを防振材として使用しており，そのうち何双かは製造

国である米国において ISO10819 準拠の性能評価試験を

パスしている．しかし，それらの防振性能は国内メーカ

ー製の他タイプの防振手袋と比較して高いものの，価格

はきわめて高く，それ故に一般的な普及には問題がある

と思われた．これに対して，今回新 JIS の評価基準を満

足したプロトタイプの防振手袋では，比較的廉価な防振

材開発に成功しており，その対価格性能はきわめて高い

と考えられる．今後，これらの新 JIS 適合防振手袋が振

動工具等の使用者に広く普及することが大いに期待され

る． 
 
4 急性暴露後の指先振動感覚閾値の一時的閾値移動

と JIS T 8114(防振手袋)の振動軽減効果の関係 

これまでの研究で，市販されている防振手袋の振動軽

減効果を新 JIS T 8114（防振手袋）で規定されている装

置を構築し，市販されている防振手袋の振動軽減効果を

明らかにすることが出来たが，この振動軽減効果が振動

ばく露後の生理影響に関してどのような効果があるのか，

また，生理影響を最小にするための防振手袋の選定方法

については明らかになっていない．そこで，指先振動感

覚閾値の一時的閾値移動を指標として，図 4 に示す工具

の周波数補正振動加速度実効値と指先振動感覚閾値の一

時的閾値移動（TTS）との関係を次の式より求めた． 
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務局として，JIS T 8114 の規格内容を 1996 年に制定さ

れた ISO 10819の内容に改定するJIS規格策定作業とし

てスタートし，2007 年 5 月に改定 JIS T 8114(2007)(新
規格)として制定発行された．我が国においても,国際的

に整合の取れた防振手袋の振動軽減効果の評価が可能に

なると同時に，CE マーク製品として国際的整合を持つ

ことによって輸出が容易になることが期待されるように

なった．しかし，この装置は我が国に存在しなかったゆ

え 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 新JIS T 8114(2007)による防振手袋振動軽減測定装置の

ブロックダイヤグラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 ハンドルから発生させる工具振動を模擬したMとHのスペ

クトル振動 

 

に，新規格での防振手袋の評価を行うことが出来なかっ

た．そこで，本研究（保護具特研（防振手袋））では，ハ

ンドルから指先や指部分への振動伝達を測定・評価でき

る新 JIS T 8114(防振手袋)に準拠したシステムの構築を

進め，国内外で入手できる防振手袋の振動軽減効果を新

JIS 規格準拠の装置を用いて明らかにし，指先振動感覚

閾値を指標として，事業者や作業者が振動障害を予防す

る為の防振手袋選択方法を提案した．   

3 市販防振手袋の振動軽減効果 

新 JIS T8114(2007)では，加振ハンドルおよび掌で測

定された二つの加速度の値から振動伝達率を計算するこ

とによって防振手袋の振動軽減効果を評価する．防振手

袋の平均振動伝達率の算出方法は以下の通りである．素

手による振動暴露における振動伝達率 TRsb は，手のひら

で測定される加速度 awsPb およびハンドル側で測定され

る加速度 awsRb を用いて次式で表される． 
TRsb ＝awsPb／awsRb        (1) 

また，防振手袋装着時の振動暴露による振動伝達率

TRsg は，手のひらで測定される加速度 awsPg およびハン

ドル側で測定される加速度 awsRg を用いて次式で表され

る． 
TRsg ＝awsPg／awsRg        (2) 

式(1)(2)より，各振動スペクトルにおける防振手袋の振動

伝達率 TRs は次式で計算される． 
TRs ＝TRsg／TRsb         (3) 

この値は 3 人の被験者ごとに得られるので TRs を算術

平均することにより平均振動伝達率<TRs>が得られる． 
<TRs> = (TRs1 + TRs2 + TRs3) / 3      (4) 

 
式(4)にしたがって得られた振動スペクトル M および

H ごとの平均振動伝達率<TRs>M および<TRs>H が，それ

ぞれぞれ次の式を満たした場合に新JIS T8114適合の防

振手袋と判断することになる． 
<TRs>M <1.0，   <TRs>H <0.6    (5) 

ここでは，2007 年 5 月の新 JIS T8114 施行以前に日

本国内で流通していた主要な防振手袋（外国メーカー製

造のものを含む）25 種類と同新規格施行前後に国内防振

手袋メーカー数社が新規格適合を目指して開発したプロ

トタイプの防振手袋 8 種類に関して行った新 JIS T8114
に準拠した防振手袋防振性能測定の結果について述べる． 
 
ゴム系素材を掌表面に突起状に配置したタイプの防振

手袋では，すべての試験手袋でスペクトル H に対する合

格基準を満たすことができなかった．中には，スペクト

ル H において基準を満足することができなかったが，平

均振動伝達率は 0.763 を示し比較的高い振動軽減効果を

呈した． 
発泡系のウレタン様材料を布製または皮製材料で覆う

タイプの防振手袋に関する測定結果から，こちらも同様

にすべての試験手袋でスペクトル H に対する合格基準

を満たすことができなかった． 
ジェル等の特殊防振材を使用した防振手袋に関する測

定結果から，こちらのタイプもすべての試験手袋でスペ

クトル H に対する合格基準を満たすことができなかっ

た．米国メーカー製の防振手袋で，米国において

ISO10819 に基づく防振性能評価基準をクリアしている．

しかし，今回我々が日本人を被験者として行った評価試

験では，スペクトル H において評価基準を満足すること

はできなかった． 
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エア注入型の防振手袋に関する測定結果から，こちら

のタイプもすべての試験手袋でスペクトル H に対する

合格基準を満たすことができなかった．外国製であり，

本国では ISO10819 準拠の評価試験に合格している防振

手袋については，スペクトル H に対する平均振動伝達率

でそれぞれ 0.854,0.884 を示し，合格基準を満足しなか

ったものの比較的優れた振動軽減性能を示した． 
上述の 4 タイプいずれにも分類されなかったタイプの

防振手袋に対する測定結果から，手袋は，いずれも外観

から防振性能を疑問視することが容易な構造を有してい

るものであり，測定結果もほとんどで平均振動伝達率が

1.0（素手の時よりも手に振動伝達される量が多いことを

意味する）以上を示し，他のタイプと比較して最も防振

性能に劣っていた． 
新規開発プロトタイプの測定結果から，ウレタン様高

分子材料を掌に装着したタイプの防振手袋では，スペク

トル H において評価基準を満たさなかった（平均振動伝

達率：0.783）がそれ以外のサンプルはいずれもスペクト

ルMおよびH両方において評価基準を満足した．特に，

スペクトル H に対する平均振動伝達率が 0.486 および

0.399 を示し，高周波数領域におけるきわめて優れた振

動軽減性能を呈した． 
ゴム系高分子材料を掌に突起状に配置させたタイプの

防振手袋では，スペクトル H において評価基準を満たさ

なかった（平均振動伝達率：0.625）がそれ以外のサンプ

ルはいずれもスペクトル M および H 両方において評価

基準を満足した．特に，スペクトル H に対する平均振動

伝達率が 0.429 および 0.449 を示し，高周波数領域にお

けるきわめて優れた振動軽減性能を呈した． 
 
新 JIS T8114 施行前に行った，国内流通している防振

手袋に対する新 JIS T8114 準拠評価試験では，すべての

防振手袋がスペクトル H に対する評価基準を満足する

ことができなかった．これらのうち国内メーカー製の防

振手袋は，いずれも旧 JIS を念頭に開発されたものであ

る．同一の防振手袋について，旧 JIS に基づいた防振性

能の評価試験の結果と ISO10819（新 JIS T8114 に対応）

に基づいた防振性能の評価試験の結果を比較あるいは片

方から他方を予測することは困難であることが報告され

ており，今回得られた測定結果は，新 JIS T8114 を念頭

に置いた新たな防振手袋開発の必要性を示すものとなっ

た． 
新 JIS T8114施行の前後に新 JIS適合を目指して行わ

れたプロトタイプの開発では，各社とも新 JIS 適合の防

振手袋を開発することができた．これらはその防振構造

の実現方法により大きく二つに分けられた．特にゴム系

高分子材料を掌に突起状に配置させたタイプの防振手袋

では，優れた防振性能のみならず，良好な使用性も実現

できていた． 
これらの新 JIS 適合防振手袋では，比較的廉価な開発

を可能にしており，対価格性能が極めて高い．一方，米

国等で国際規格 ISO10819 の評価基準を満足している防

振手袋は，防振材にジェルやエアを用いるタイプの物が

多く，ジェルタイプはジェルの製造コストや固定などに

コストがかかり，エアタイプでは，エア調節用に小型ポ

ンプを必要とするなどともにコスト面での大きな問題が

あった．防振手袋使用者としては，手袋を選択する上で

価格は重要であり，この点において今回開発された新

JIS 適合防振手袋は，振動工具等使用者への普及が大い

に期待される． 
 
防振手袋の防振性能評価に関する測定・評価方法を規

定した国際規格 ISO10819 に完全に整合した国内規格で

ある新 JIS T8114 が 2007 年 5 月に施行されたことにと

もない，国内流通防振手袋の新 JIS 適合の有無について，

新 JIS 施行前と後で平成 18 年度に構築した防振手袋振

動軽減効果測定装置を用いて調査を行った．その結果，

以下のことが明らかとなった． 
・ 新 JIS 施行前の国内流通防振手袋では，新 JIS 

T8114 において定められているスペクトル M およ

び H のいずれにおいても同規格の評価基準を満足

する防振手袋はなかった． 
・ 外国製手袋で製造元の国において ISO10819 の評価

基準を満たした防振手袋が，当研究所で実施した同

様の評価試験において評価基準を満足しなかった． 
・ 新 JIS 施行をにらんで行われた，国内防振手袋メー

カー数社による次世代防振手袋開発により，最終的

に 6双のプロトタイプが新 JIS T8114に定める評価

基準を完全に満足した． 
今回評価した外国製防振手袋の大半はエアまたはジェ

ルを防振材として使用しており，そのうち何双かは製造

国である米国において ISO10819 準拠の性能評価試験を

パスしている．しかし，それらの防振性能は国内メーカ

ー製の他タイプの防振手袋と比較して高いものの，価格

はきわめて高く，それ故に一般的な普及には問題がある

と思われた．これに対して，今回新 JIS の評価基準を満

足したプロトタイプの防振手袋では，比較的廉価な防振

材開発に成功しており，その対価格性能はきわめて高い

と考えられる．今後，これらの新 JIS 適合防振手袋が振

動工具等の使用者に広く普及することが大いに期待され

る． 
 
4 急性暴露後の指先振動感覚閾値の一時的閾値移動

と JIS T 8114(防振手袋)の振動軽減効果の関係 

これまでの研究で，市販されている防振手袋の振動軽

減効果を新 JIS T 8114（防振手袋）で規定されている装

置を構築し，市販されている防振手袋の振動軽減効果を

明らかにすることが出来たが，この振動軽減効果が振動

ばく露後の生理影響に関してどのような効果があるのか，

また，生理影響を最小にするための防振手袋の選定方法

については明らかになっていない．そこで，指先振動感

覚閾値の一時的閾値移動を指標として，図 4 に示す工具

の周波数補正振動加速度実効値と指先振動感覚閾値の一

時的閾値移動（TTS）との関係を次の式より求めた． 

JNIOSH-SRR-No.39，pp.35-50 (2009)

5061.indd   45 2010/04/07   15:01:09



46 
 

 

 
TTS=-11.76-8.59・log10T+0.16・TR・[S(125)] 
+0.20・TR・[S(125)]・log10T ・・・・・（6） 
 

ここで，Ｔは振動ばく露時間（分），TR は振動軽減効果，

S(125)はスペクトル振動のオクターブバンド中心周波数

125Hz の振動加速度レベル値(dB)である． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 一般的な工具の周波数補正振動加速度実効値 

 
 

式（6）では振動加速度レベルであるので，その値を周

波数補正振動加速度実効値の値に変換してTTSとTRと

周波数補正振動加速度実効値の関係に変換した． 
 
TTS=-11.76-8.59・log10T+0.16・TR・10^((S(125)-100) 
+0.20・TR・10^((S(125)-100)・log10T ・・・・・（7） 
 

この時の振動ばく露時間Tは，５分間とした場合である．

その結果は，図 5 に示すように得られた．この図から，

JIS T 8114(防振手袋)に準拠した測定装置で得られた振

動軽減効果(TR)と振動工具の周波数補正振動加速度実

効値(m/s2)とから，人体への生理影響(TTS)が最も小さく

できる防振手袋の選択や，生理影響(TTS)を目標値に振

動工具や防振手袋の選択が出来る図を提案することが出

来た． 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 振動軽減効果（TR）と TTS と周波数補正振動加速度

実効値との関係 

 
5 結論 

今回の保護具特研の防振手袋の研究では，下記のこと

が実施できた． 

①  新しく制定・発行された JIS T 8114（防振手袋）

(2007)に準拠した防振手袋の振動軽減効果の評価

システムを構築した． 
②  国内外で入手できる防振手袋の振動軽減効果を新

JIS 規格準拠の装置を用いて明らかにした． 
③  防振手袋振動軽減効果(TR)と振動工具の周波数

補正振動加速度実効値(m/s2)とから，人体への生

理影響(TTS)が最も小さくできる防振手袋の選択

方法を提案した． 

 
保護具(防振手袋)で得られた主な成果 
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金属製フレーム保護めがねからのニッケルの溶出 

奥  野   勉*1 

 
1 はじめに 

保護めがねは，簡便，安価であるが，さまざまな有害

危険因子に対して目を確実に保護する．このため，作業

現場では，多くの作業者が，保護めがねを着用している．

我国で使用されている保護めがねのうち約半数が，金属

製フレームの製品であると考えられる．金属製フレーム

保護めがねは，ニッケルを溶出させ，ニッケルアレルギ

ーのある作業者に対し，接触皮膚炎を引き起こす可能性

がある．本研究では，我国で実際に使用されている金属

製フレーム保護めがねのモデルについて，ニッケルの溶

出量を測定，評価した． 
 

2 方法 
試料は，我国の主要な保護めがねの製造会社または輸

入会社合計 7社 (アルファベットAからGの記号で表す

ことにする) が我国で販売する金属製フレーム保護めが

ねのモデル合計 29 種類 (A-1，A-2 などの記号で表すこ

とにする) の製品合計 39 個である．再現性について検討

するため，9 種類のモデルでは，それぞれ 2 個または 3
個の製品を調べている．それぞれの保護めがね製品につ

いて，フレームのリムとテンプルから試験片を切り出し，

そのニッケルの溶出量を測定，評価した． 
ニッケルの溶出量の測定，評価は，基本的に，通常の

めがねのフレームに関する規格である ISO 12870 
Ophthalmic optics — Spectacle frames — 
Requirements and test methods および ISO/TS 24348 
Ophthalmic optics — Spectacle frames — Method for 
the simulation of wear and detection of nickel release 
from coated metal and combination spectacle frames
に従って行った．ISO/TS 24348 は，2 年間の使用の影響

を模擬的に生じさせるための前処理の方法を規定してお

り，ISO 12870 の中で引用されている． 

 
3 結果と考察 

図 1 に結果を示す．調査した金属製フレーム保護めが

ね製品 39 個のリムのニッケル溶出量は，最大では

103.94 μg/cm2/week，最小では 18 個の製品で検出限界

以下であった．溶出量が検出限界以下の場合をゼロとす

ると，平均は 14.09 μg/cm2/week であった．20 個 (51%) 
の製品のリムでは，ニッケル溶出量が ISO の規制値であ

る 0.5 μg/cm2/week を超えており，不合格と評価された．

同様に，テンプルのニッケル溶出量は，最大では 103.75 
μg/cm2/week，最小では 26 個の製品で検出限界以下であ

った．溶出量が検出限界以下の場合をゼロとすると，平

均は 8.85 μg/cm2/week であった．39 個中 11 個 (28%) 
の製品のテンプルでは，ニッケル溶出量が規制値を超え

ており，不合格と評価された．リムとテンプルの両方を

考慮すると，保護めがね製品 39個中 23個 (59%) では，

リムとテンプルの少なくとも一方のニッケル溶出量が規

制値を超えており，不合格と評価された (表 1)． 
我国の作業現場で使用されている金属製フレーム保護

めがねも，同様にニッケルを溶出させると考えられ，こ

のニッケルが実際に接触皮膚炎を引き起こしている可能

性がある．作業現場における金属製フレーム保護めがね

の使用と接触皮膚炎の発生の状況を調査することが望ま

れる． 

 

*1 (独)労働安全衛生総合研究所 有害性評価研究グループ. 

   連絡先：〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾 6-21-1  

   (独)労働安全衛生総合研究所 有害性評価研究グループ 

   奥野 勉   E-mail: okuno@h.jniosh.go.jp 

表 1  評価結果のまとめ 
 合格製品数 

(割合) 
不合格製品数

(割合) 
合計

リム 19 (49%) 20 (51%) 39 
テンプル 28 (72%) 11 (28%) 39 
製品全体 16 (41%) 23 (59%) 39 
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